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平成26年６月３日 

産業建設常任委員会 会 議 録  審査内容 

 

◇会 議 録 

 

１ 日  時  平成26年６月３日 

開会 11時14分     閉会 12時00分 

 

２ 場  所  幕別町役場５階会議室 

 

３ 出席委員  ６名 

委員長 藤原 孟  副委員長 成田年雄 

委 員 藤谷謹至  岡本眞利子  牧野茂敏  野原恵子 

         

４ 傍 聴 者  小島智恵  谷口和弥  中橋友子  増田武夫 

 

５ 事 務 局  局長 野坂正美  課長 萬谷司  係長 佐々木慎司 

 

６ 審査事件  １ 付託された陳情の審査について 

陳情第８号  「労働派遣法改正及び労働時間上限撤廃など労働法

制改悪に反対する意見書」の提出を求める陳情書 

陳情第９号  規制改革会議意見書の取扱いに関する陳情 

２ 道内研修について 

３ 所管事務調査項目について 

４ その他 

 

７ 審査結果  別紙 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           委員長  藤原 孟 
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（開会 11：14） 

○ 委員長（藤原孟） ただいまより、産業建設常任委員会を開会いたします。 

本日は、配付されている通り一点目、付託された陳情の審査について、陳情第８

号 「労働派遣法改正及び労働時間上限撤廃など労働法制改悪に反対する意見書」

の提出を求める陳情書、陳情第９号 規制改革会議意見書の取扱いに関する陳情の

２件であります。まず１件目の陳情の審査を行いたいと思います。陳情第８号につ

きまして、委員の方、ご意見のある方挙手をお願いいたします。 

○ 委員（野原恵子） この陳情ですけれども、今、地域に入りましても若い世代が、

派遣で働いているとか、短期で雇用が打ち切られたりとか、正社員になっても労働

時間が長くて、本当に身も心もくたくたになっているという、若者の働き方が変え

られてきているというのは実感として感じております。それはどうしてかと考えま

すと、この安倍政権になってから特に労働法制の改悪が行われようとしておりまし

て、すでにもう改悪が、改悪という言い方は色々意見があると思いますが、変えら

れているということが現実として、働く人たちの形態が変わってきているというこ

とだと私は思っております。 

この陳情の中には二つ項目がありまして、派遣労働者の働き方、ここの所が一つ

と、それから、働く人たちの労働時間の問題、この二つが陳情項目に挙げられてお

ります。ここの所をしっかりと、働く人たちの立場に立って守っていくということ

にしなければ、暮らしが成り立たなくなっていきますし、若い人たちは自分自身で

働いて、暮らしを支え、家庭を持って子供を育てていく、そういう暮らしを確立さ

せていくことができない、大きな根本問題だと思っています。そういうことを皆さ

んと論議を進めていきたいと思います。 

○ 委員長（藤原孟） ただいま野原委員のご意見がありました。ほかに。藤谷委員。 

○ 委員（藤谷謹至） 派遣法というのは1985年に制定された、と調べたのですけれど

も、今、派遣の人たちの中で、ブラック企業という問題がありまして、働いても働

いても賃金が上がらないとか、労働時間が違法に長いとか、色々な問題があること

は事実であります。1985年に法が制定されたということで、働くスタイルが、昔は

派遣というのは特殊なものだったものが、最近になって一般社員と同等のレベルで

働く人たちや、技術に特化したところで働く人たちの雇用が多いと感じるのですけ

れども、制度自体をわかりやすくするための法改正だと思いますけれども、ただや

はり、派遣の人たちの当事者の意見が反映されていないような決め方はあまりよろ

しくないのではないか、もう少し議論が必要ではないかと感じます。その部分では

陳情の趣旨もある程度理解はできると思います。以上です。 

○ 委員長（藤原孟） 派遣されている当事者の意見が少し反映されていないのではな

いかというご意見かと思います。ほかに意見ありませんか。野原委員。 

○ 委員（野原恵子） 派遣労働者、当事者の意見が反映されていないのではないかと

いうことですが、陳情の中でそういうことが反映されていないのではないか、とい

うことなのでしょうか。 

(いいえの声あり) 

○ 委員（野原恵子） そうではなくて政府が。そうですよね。本当に日々派遣で働い

ている人たちは、いつどこに回されるか分からないという思いで、仕事が無くなっ

たらどうしようか、そういう思いを日々抱えながら暮らしているということが現実
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であって、そういうこともしっかりと政府に伝えていくことが大事ではないかと思

います。 

○ 委員長（藤原孟） 暫時休憩します。 

    （暫時休憩） 

 

○ 委員長（藤原孟） 休憩を解いて再開します。それでは、「労働派遣法改正及び労

働時間上限撤廃など労働法制改悪」という文言につきまして、皆さんの意見を取り

まとめまして、「改悪」という言葉を訂正してもらうことを委員会として申しまし

て、それが出てきた段階で陳情につきまして再度審議していきたいと思います。 

 それでは陳情第９号 規制改革会議意見書の取扱いに関する陳情について。まず

この陳情に関するご意見を伺いたいと思います。藤谷委員。 

○ 委員（藤谷謹至） このことに関しまして私、ちょっと理解不十分な所がありまし

てまだ、制度自体がどのような状況で進行されていったのか、どういう議論がなさ

れたのか明確な部分が無いものですから、継続して審議したいと思いますがいかが

でしょうか。 

○ 委員長（藤原孟） ただいま藤谷委員から、審議内容が今日出てきたばかりなので

継続して調査審議したいということですが。野原委員。 

○ 委員（野原恵子） 今議会の中で継続して審議するということでしょうか。 

○ 委員長（藤原孟） 今議会の中で審議したいということです。いかがでしょうか。

資料等は各委員が取り寄せて、今定例会中に再度この審議をしたいと思いますがよ

ろしいでしょうか。 

(はいの声あり)  

○ 委員長（藤原孟） 暫時休憩いたします。 

    （暫時休憩） 

 

○ 委員長（藤原孟） 休憩を解きまして再開します。日程につきまして再度報告させ

ていただきます。 


